
 

【実態把握の方法】 

●市全域を対象に、概ね５年毎に定期調査を実

施し、管理状態の評価を行い、「管理不全空家

等」「特定空家等」の候補となりうる建築物等

を抽出します。 

●候補となった建築物等について、必要に応じ

て、詳細調査を行い、管理不全状態であるかの

判定を行います。 

 

【空家法及び空家条例に基づく措置の実施】 

●空家等及び居住物件等について、管理不全状

態であると認定した場合は、空家法及び空家

条例に基づき段階的に助言や指導、勧告など

の措置を行います。 

●管理不全空家等や特定空家等に認定され、勧

告された場合、固定資産税等の住宅用地特例

が解除されます。 

 

●本市での空家等に関する相談は、住

宅・建築課が総合対応窓口として受

け付け、その内容に応じて庁内関係

各課、関係団体及び関係機関等と連

携し取り組みます。 

●本市では、市民などからの相談体制

として、建築・不動産・法務などの

関係７団体と「まちの景観と空家等

の対策に関する協定」を締結し、専

門家などに相談できる体制を整えて

いるほか、各種無料相談を実施して

います。 

●今後、空家等対策などを総合的に進

めるコンサルティング体制として、

空家等管理活用支援法人の指定など

について検討していきます。 

 

 

 

●本市では、空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「空家法」という。）第７条に基づく

「八潮市まちの景観と空家等対策計画」を平成 28 年２月に策定するとともに、「八潮市まち

の景観と空家等の対策の推進に関する条例（以下「空家条例」という。）」を平成 28 年６月 20

日に公布・施行し、空家等に加え、特定居住物件等に関する対策を推進してきました。 

●今後においても空家等の増加が予想されることから、空家法改正や本市がこれまで取り組ん

できた空家等対策を踏まえ、本市における空家等対策を一層推進することを目的に、第２期

八潮市まちの景観と空家等対策計画（以下「本計画」という。）を策定しました。 

●計画期間は、「令和８（2026）年度から令和 17（2035）年度までの 10 年間」とします。 

●対象地区は「市内全域」とし、対象建築物等の範囲は以下のとおりとします。 

 

空き家 
建築物 （住宅以外の用途を含む。）と附属する工作物で使用がなされていないもの及

びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。） 

空家等 空き家のうち、使用されていないことが常態（概ね１年間以上）であるもの 

管理不全空家等 そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある状態にある空家等 

特定空家等 管理不全状態であると認められる空家等 

特定居住物件等 管理不全状態であると認められる建築物等(空家等を除く。)  

所有者等 所有者又は管理者 

 

■空き家

■空家等（管理不全空家等、特定空家等含む）

■特定居住物件等(例：｢老朽建築物等｣やいわゆる｢ごみ屋敷｣)

対象建築物等の範囲

対象建築物等の範囲のイメージ
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計画の概要 

＜措置の実施＞ 

 

＜実態把握＞ 

 

指導 

勧告 助言 
 

 
特定空家等の認定 

助言・指導 指導 

勧告 

命令 

市民などからの情報提供 

所有者等への対応依頼・意向確認など 

調査など（空家等実態調査含む） 

管理不全な状態 

判断基準に該当 判断基準に該当 

 

判断基準に該当 

※建築物の除却は行わない。 
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基本方針と推進する対策 
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関係者 

との連携 

取組の凡例 
【空】  ：空家等に関する取組 
【居】  ：特定居住物件等に関する取組 
【空・居】：双方に共通する取組 
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活用促進 

活用促進 

（跡地活用） 

適切な管理がされている空家等 

管理不全対応 

管理不全対応 

特定居住物件化 空き家化 

管理不全空家等 
 

 

●衛生上、問題がある場合

(ごみ屋敷) 

●腐朽・破損の場合 

 

 

 

 

 

 

 

特定居住物件等 

特定空家等 

防 犯 や 環 境 衛 生・ 

景 観 等 の 観 点 から 

問 題 の あ る 空 家等 

倒壊等のおそれがあり 

隣地等に危険を及ぼす

可能性のある空家等 

まちの景観と空家等対策の全体像 

市民が安全・安心して暮らせる良好な街並みづくり 

予防支援 

●建築物等の管理は、所有者等が自らの

責任により適切に維持管理すること

が基本であり、空き家となる前から早

期に取り組むことが大切です。 

●管理不全空家等や特定居住物件等に

ならないよう、所有者等に自主的な取

組を促進するため、相談体制を強化

し、空家等の実態把握や周知・啓発、

新たな支援制度の検討に取り組みま

す。 

空家等に関する総合対応窓口の運営・充実に取り組みます【空・居】 

空き家の発生抑制に向けた周知・啓発活動に取り組みます【空】 

空家等の所有者等の把握を速やかに行います【空】 

空家等の適切な管理の支援を行います【空】 

特定居住物件等の発生予防に努めます【居】 

 

活用促進 

● 「八潮市空家バンク」などを通じた活

用支援や、空家等を売買以外 （賃貸や

改修、用途変更など）の方法による活

用促進に取り組みます。 

●空家等や除却後の跡地をまちづくり

やコミュニティ活動を進めるうえで

の地域の資源と捉え、地域などとの連

携による活用促進に取り組みます。 

空家バンク制度の運用・充実に取り組みます【空】 

まちづくりの一環として空家等の活用支援を行います【空】 

地域による跡地活用の支援を行います【空】 

空家等の活用を支援する制度の導入を検討します【空】 

 

管理不全対応 

●問題のある空家等や居住物件等の所

有者等に対する、情報提供や、財産管

理制度などの各種制度を活用した効

果的な対応を講じます。 

●管理不全空家等や特定空家等、特定居

住物件等に認定した建築物等に対し

ては、空家法及び空家条例に基づく助

言や指導、勧告などの必要な措置を講

じます。 

管理不全状態にある対象建築物等への措置を明確にします【空・居】 

管理不全状態にある対象建築物等への措置を行います【空・居】 

関係機関等と連携して対象建築物等に対応します【空・居】 

財産管理制度などの活用を検討します【空】 
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